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        令和５年第１回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和５年３月７日 

１．開催場所 西予市議会第２委員会室 

１．開  会 令和５年３月７日 

       午前８時５７分 

１．散  会 令和５年３月７日 

       午後４時６分 

１．出 席 委 員        

   委員長  竹﨑 幸仁 

   副委員長 酒井 宇之吉 

   委員   宇都宮 久見子 

   委員   中村 一雅 

   委員   二宮 一朗 

  委員   森川 一義 

１．欠 席 委 員 

   な し 

１．出席説明員 

医療介護部長   藤井 兼人 

生活福祉部長      

兼福祉事務所長  一井 健二 

子育て支援課長  宇都宮 博 

長寿介護課長   土居 文人 

市民病院事務長  麓  寿春 

野村病院事務長  垣内 千幸 

つくし苑事務長  岩本 博文 

明浜支所生活福祉課長  佐々木邦人 

三瓶支所生活福祉課長  兵頭 俊也 

明浜支所生活福祉課長補佐  田村多八郎  

医療対策室長   亀岡 敦志 

医療対策室係長  片山 裕介 

市民病院事務長補佐  竹内 寿男 

市民病院係長   稲葉 和司 

野村病院事務長補佐  富永 一彦 

野村病院係長   西森  潤 

つくし苑事務長補佐   松崎 美智 

子育て支援課長補佐  信宮 佳子 

子育て支援課係長  村上 真紀 

子育て支援課係長  清家  亮 

長寿介護課長補佐  竹中 千恵 

ねんりんピック推進室室長  松本 義博 

長寿介護課保健師長   佐々木靖子 

長寿介護課係長  野本 伸治 

長寿介護課係長  山下 元紀 

１．出席議会事務局職員 

   書記    大森 恵津 

１．会議に付した事件   

議案第４号    財産の無償貸付について 

議案第５号    財産の無償貸付について 

議案第６号    財産の無償貸付について 

議案第７号    財産の無償貸付について 

議案第１４号 西予市保育所条例等の一部を改正 

する条例制定について 

    議案第１５号  西予市家庭的保育事業等の設備及 

び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定につい 

て 

議案第１６号  西予市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定

について 

      議案第３６号  令和５年度西予市一般会計予算  

議案第４０号  令和５年度西予市介護保険特別 

会計予算   

議案第４４号  令和５年度西予市病院事業会計 

予算   

議案第４５号  令和５年度西予市野村介護老人 

保健施設事業会計予算   

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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 開会 午後８時57分 

○酒井副委員長 

令和５年第１回定例会厚生常任委員会を開会い

たします。 

開会に当たり、委員長より挨拶があります。 

○竹﨑委員長 

委員長が挨拶を行う。 

○酒井副委員長 

次に藤井医療介護部長より挨拶をお願いいたし

ます。 

○藤井医療介護部長 

藤井医療介護部長が挨拶を行う。 

○酒井副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際は挙手の上、委員長の許可を得て発言を

してください。また委員会における委員会室への

携帯電話の持込みは御遠慮ください。 

それでは、これよりの進行は委員長が行います。 

 

【医療介護部】 

【医療対策室】 

○竹﨑委員長 

それでは、ただいまから議案審査のほうに入り

ます。初めに、医療対策室の所管であります。議

案第４号「財産の無償貸付について」、続けて議

案第５号「財産の無償貸付について」、第６号

「財産の無償貸付について」、第７号「財産の無

償貸付について」、一括説明といたします。 

亀岡医療対策室長の説明を求めます。 

○亀岡医療対策室長 

議案第４号から議案第７号までの財産の無償貸

付について、旧国保診療所維持管理事業における

無償貸付け更新となりますが、一括して御説明申

し上げます。 

平成 30年４月１日から明浜町西地区の歯科医療

を確保するため、旧高山歯科診療所の一部をあさ

の歯科医院浅野一郎医師に無償で貸付け、歯科診

療所を開設していただいております。この無償貸

付け期間が令和５年３月 31日をもって満了となり

ますが、浅野医師から引き続き診療所として利用

したいとのことで、普通財産貸付申請書の提出を

受けましたので、明浜地域の歯科診療の確保を図

るため、引き続き診療所施設として無償で貸付け

るものであります。 

続きまして、同じく平成 30年４月１日から、三

瓶町蔵貫地区、皆江地区及び下泊地区の地域医療

を確保するため、旧蔵貫診療所、旧皆江診療所及

び旧下泊小学校校舎の一部を樋口敏医師に無償で

貸付け、地域に根差した医療の提供をいただいて

おります。今回、貸付期間が令和５年３月 31日を

もって満了となりますが、樋口医師から、引き続

き３施設を診療所として利用したいとのことで、

普通財産貸付申請書の提出を受けましたので、三

瓶町南地区の地域医療の確保を図るため、引き続

き、当該３施設を診療所施設として無償で貸し付

けるものであります。 

以上、４議案よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

亀岡室長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

貸付期間が５年間で令和 10 年の３月 31 日まで

としております。毎回５年という決まりでこれは

更新されているものなのでしょうか、お尋ねいた

します。 

○亀岡医療対策室長 

これにつきましては、長期間ということもなく、

５年で一度見直ししようということで５年間を基

本としております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより議案ごとに採決を行います。 

議案第４号「財産の無償貸付について」、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

続きまして議案第５号「財産の無償貸付につい

て」お諮りいたします。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により可決することに決します。 

続きまして議案第６号「財産の無償貸付につい
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て」、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、原案どおり可決することに決

します。 

議案第７号「財産の無償貸付について」議題と

いたします。 

議案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

続きまして、議案第 36号「令和５年度西予市一

般会計予算」を議題といたします。亀岡室長の説

明を求めます。 

○亀岡医療対策室長 

議案第 36号「令和５年度西予市一般会計予算」

のうち、医療対策室所管分の当初予算につきまし

て、予算書に基づき御説明申し上げます。 

医療対策室につきましては、令和元年度に生活

福祉部健康づくり推進課から医療介護部へ移管と

なり、医療介護の現場と行政をつなげる各種業務

を行っております。令和５年度につきましては、

市立病院経営強化プランの策定を行い両市立病院

及びつくし苑と連携調整を図りながら、安全安心

できる地域医療介護につなげていきたいと考えて

おります。 

それでは初めに歳出について御説明申し上げま

す。予算書 98ページをお開きください。歳出につ

きましては、4 款衛生費、1 項保健衛生費、1 目保

健衛生総務費内の事業となっております。保健衛

生総務費の合計額 3 億 9202 万 1000 円のうち医療

対策室にかかる予算 1億 194万 5000円となってお

り、事業概要のうち 13事業が当室の所管となって

おります。前年度当初予算 1億 3006万円に対しま

して、2811万 5000円の減額となっております。 

それでは、事業概要、保健衛生総務費庶務事業

（医療対策）87 万 7000 円は地域医療対策検討委

員会をはじめ各種委員会の委員報償金及び費用弁

償等の対策室内の庶務事業となっております。ま

た、医師確保に伴います大学等への面会のための

旅費 56 万 4000 円もこの事業で計上をしておりま

す。続いて、八幡浜地区施設事務組合負担金事業

956 万 2000 円は八幡浜の一次救急、休日夜間診療

所の負担金となっております。 

続きまして予算書 99ページになります。 

在宅当番医制運営委託事業 715万 5000円は市内

の休日当番医の委託料となっております。 

次の病院群輪番制病院運営事業 844万 9000円と、

その下の小児在宅当番医運営事業 153万 3000円は、

八幡浜、大洲管内の休日夜間の二次救急病院、小

児科診療所への負担金として、当番市である大洲

市へ負担金を支払い、大洲市から各病院小児科診

療所へ補助金支払いをする事業となっております。 

続きまして巡回診療車運営事業 548万 7000円は、

平成 30年８月から運行を開始しております惣川・

遊子川地区への巡回診療に係る経費を、診療車を

運用しております野村病院へ負担金として支払う

ものと、その評価委員会の手当となっております。 

次に、旧国保診療所等維持管理事業 311 万

7000 円は、明浜、三瓶支所所管の旧国保診療所を

適切に維持管理する経費となりまして、明浜４カ

所、三瓶３カ所を民間診療所に貸付けております

ので、その維持管理費となっております。 

次に、外国人材活用推進事業 30万円は、モンゴ

ル人実習生に係る市の負担経費としての講師謝金

となっております。なお、介護実習生に係る経費

はつくし苑のほうで計上をしております。 

次に、医療機関新規開業促進事業 5003 万

6000 円ですが、産科、小児科の開業支援として、

5000 万円の補助金を計上しております。また、そ

の事業審査委員会の委員手当 3万 6000円となって

おります。この財源としましては、過疎地域自立

促進特別基金繰入金 5000万円を繰入れすることと

しております。 

次に、市立病院経営支援推進事業 818 万円です

が、医療経営に係る専門家と、来年度も委託契約

を締結し市立病院経営強化プランの策定支援や、

つくし苑を含めた経営改革支援のための委託料

748 万円と、敬作とおイネの会事業費 70 万円の合

計 818 万円となっております。こちらにつきまし

ても、財源は過疎地域自立促進特別基金繰入金と

して、818 万円を全額繰入れすることとしており

ます。 

また、長寿社会づくり事業（野村地区）ですが、

昨年度までは、野村支所生活福祉課所管事業であ

りましたが地域づくりセンター移行に伴いまして、

当室所管となった事業となっております。野村病

院の愛媛大学地域医療学講座で実施します人生

100 年づくり・地方創生ソフト事業に対し、公益
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社団法人地域社会振興財団からの補助金を交付す

る事業となっております。 

次に、西予市立病院看護師等奨学資金貸与制度

事業ですが、これまで西予市民病院所管事業とな

っておりましたが、令和５年度から当室に所管替

えをする事業となります。継続貸付け２名分の

120 万円と、新規予定者分として 300 万円を貸付

け予定で、合計 420万円となっております。 

また、会計年度任用職員給与費として５年度採

用１名分として、報酬 163 万 7000 円、職員手当

34 万 8000 円、共済費 36 万 6000 円、旅費 9 万

8000 円の合計 244万 9000円となっております。 

続きまして、歳入について御説明申し上げます。

予算書 34ページをお開きください。 

16 款財産収入、1 項財産運用収入、1 目財産貸

付収入、1 節土地建物貸付収入の市有地貸付料

1845 万 1000 円のうち、2 万 5000 円を城川の旧杉

の瀬診療所駐車場の貸付料として計上をしており

ます。 

次に、予算書 37ページをお開きください。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金、22 目過疎地域自

立促進特別基金繰入金 6964 万 2000 円のうち、

5000 万円を医療機関新規開業促進事業の財源とし

て、818 万円を市立病院経営支援推進事業の財源

として、合計 5818万円を繰入れしております。 

次の 38ページになります。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金、32 目ふるさと応

援基金繰入金 4 億 814 万 4000 円のうち、270 万円

を巡回診療車運営事業の財源の一部として、また

20 万円を外国人材活用推進事業の財源の一部とし

て、合計 290万円を繰入れしております。 

次に予算書 41ページを御覧ください。 

20 款諸収入、3 項貸付金元利収入、１目貸付金

元利収入ですが、西予市立病院看護師等奨学資金

貸付金１名分の元利収入 24万円となっております。 

また、予算書 43 ページとなります 20 款諸収入、

5 項雑入、4 目雑入、4 節衛生費雑入について、水

道料 9 万 8000 円のうち 9,000 円、電気料 204 万

1000 円のうち 126 万 5000 円を無償貸付けしてお

ります明浜地区３つの診療所から、負担分として

徴収することとしております。 

また、同じくその下の人生 100 年時代づくり・

地域創生ソフト事業収入としまして 60万円の補助

金を計上しております。 

最後に予算書 47ページを御覧ください。 

21 款市債、1 項市債、9 目衛生債 2650 万円につ

きましては、歳出で説明しました、広域で運営し

ております診療に係る負担金等の財源としまして、

過疎対策事業債ソフト分を計上しております。 

以上、議案第 36号「令和５年度西予市一般会計

予算」医療対策室所管分の説明を終わります。 

御審議の上、御決定いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

亀岡室長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

41 ページ、市立病院看護師等奨学資金貸付です

が、奨学金を貸付けるという人は 1 人しかいない

んでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

令和４年度現在、貸付金を貸付けている学生は

５名おります。そのうち２名は令和５年に新規採

用として、職員採用するようにしております。 

○中村委員 

予算書 98ページ、八幡浜地区施設事務組合負担

金事業の 956万 2000円についてお尋ねします。負

担割合というかその計算式の根拠を教えてくれま

すか。 

○亀岡医療対策室長 

こちらの負担金につきましては、施設事務組合

の所要額の 12％が西予市の負担割合となっておる

ところです。 

○中村委員 

12％の負担割合の根拠を教えてください。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 19分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 21分） 

○亀岡医療対策室長 

こちらの負担金についての基本的な考え方とし

て、総負担額の 50％を均等割 50％を地域割りとな

っております。均等割については毎年４月１日の

人口による人口割となっておりますが、各地域割

り、そしてまた負担割合については総合的に計算

をされまして施設の規約の中で 12％としまして決

定をされております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 
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○中村委員 

モンゴル人技能実習生への講師謝金 30万なんで

すけど、これは日本語を教えておられるのか、介

護職の仕事を教えられるのか。講師はどなたなの

だろうということを素朴に思いました。教えてい

ただけますか。 

○亀岡医療対策室長 

こちらにつきましては、当初からお世話になっ

ております千葉県の聖徳大学の教授、北川教授の

講師謝金として計上させていただいております。

教授につきましては、このモンゴル介護実習生の

全体的なコーディネートについての講師謝金とし

ております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

予算書とは関係ないんですけど、西予市の医療

ということで、大洲・喜多で、休日夜間急患セン

ターというのがありますよね。ああいうのは、救

急医療の負担軽減であったりとかいうことで効果

があるのかなと思うんですけども、西予市はそう

いうお考えというのはないでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

西予市につきましては、１カ所で休日急患セン

ターというのは設置しておりません。その代わり

に、祝日、日曜日の昼間に関しましては、市内の

医療機関のほうで在宅当番医として、そちらのほ

うで運営を西予市としてはさせていただいており

ます。 

○二宮委員 

当番医はわかっとんですけども、１カ所でしっ

かり固定的なのがあるほうがいいのかなというふ

うな思いがしたのと、西予総合福祉会の医院があ

りましたよね。あそこの三原産業の前の病院、宇

和島の先生が来てされよった、今あいてないです

よね。ああいう場所がいいんかなと僕はちょっと

いつも走りながら、決まったとこにあったら、来

やすいというか、いちいち探さんでもいいとかそ

ういうのもあるのかなと思って、ぜひまた検討し

ていただきたいなと思います。 

○藤井医療介護部長 

貴重な御意見ありがとうございます。 

現在のところは、急患センターのような形態に

ついては、ちょっと検討しておりませんが、貴重

な御意見いただきましたので二次救集約に向けて

今取り組んでおりますので、その点も含めて十分

検討したいと思います。 

○二宮委員 

直接予算書とは関係ないんですけど、昨日ちょ

っと質疑でしました負債の件なんですけども、今

西予市の負債の中で、昨日も言った市債の中で病

院、診療の負債が 2804 万 6000 円、以前説明いた

だいた中では、かなり高額やなと思っとんですけ

ども、これって今までなかなかこう手つけれなか

ったところもあって、処理も出来なかったという

ことなんでしょうけども、どのぐらいから前のは

大体ここに載っとるのかちょっと分かったら教え

ていただきたいと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 26分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 26分） 

○藤井医療介護部長 

今資料を持ち合わせておりませんので、病院の

ほうで調べさせていただいて、後ほど提示をさせ

ていただいたらと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 36号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案のとお

り可決することに決しました。 

 

【病院】 

○竹﨑委員長 

続きまして病院関係の所管のほうに移ります。

議案第 44号「令和５年度西予市病院事業会計予算」

を議題といたします。 

麓西予市民病院事務長の説明を求めます。 

○麓西予市民病院事務長 

それでは、議案第 44号「令和５年度西予市病院

事業会計予算」について、提案理由について御説

明を申し上げます。 
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公営企業会計予算書 147 ページを御覧ください。

第２条業務の予定量でございますが、病床数は両

病院合計 214 床でございます。年間患者数は入院

4 万 7580 人、外来 8 万 6022 人、１日平均患者数

は、入院 130 人、外来 354 人を見込んでおります。

また、新たな建設改良事業として、施設整備事業

費 104万 5000円、医療器械備品購入費 1億 2244万

6000 円を計上いたしております。 

次に、第３条収益的収入及び支出についてでご

ざいますが、収入では、病院事業収益の総額を

39億 6098万 2000円と定め、医業収益 30億 6832万

9000 円、医業外収益 8 億 6609 万 2000 円、特別利

益 2656万 1000 円を計上いたしております。 

 これに対しまして支出では、病院事業費用の総

額を 45 億 9581 万 8000 円と定め、医業費用 43 億

8877 万 3000 円、医業外費用 2 億 253 万 5000 円、

特別損失 451万円を計上いたしております。 

次に第４条の資本的収入及び支出について御説

明いたします。 

収入では総額を 3 億 3686 万 3000 円と定め、出

資金 100 万円、負担金及び交付金 2 億 4586 万

3000 円、企業債 9000万円を計上しております。 

これに対しまして支出では、総額を 5億 2268万

円と定め、建設改良費 1 億 2349 万 1000 円、企業

債償還金 3億 9918万 9000円を計上しております。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額 1 億 8581 万 7000 円は、過年度分損益勘定

留保資金で補填することといたしております。第

５条の企業債では、医療器械の購入を目的といた

しまして、9000 万円の限度額、起債の方法、利率、

償還の方法を定めております。 

第６条では、一時借入金の限度額を 2億 5000万

円と定め、第７条では予定支出の各項の経費の金

額の流用、第８条では議会の議決を経なければ流

用することのできない経費として、職員給与費

26 億 5358 万 5000 円及び、交際費 270 万円と定め

ております。第９条では、一般会計から受ける補

助金として、補助の目的と合計金額 1 億 2973 万

5000 円を定めております。第 10 条では、たな卸

資産の購入限度額を 7億円と定めております。 

それでは本予算のうち、西予市民病院分につい

て御説明をいたします。 

予算書 153ページを御覧ください。 

第２条業務の予定量のうち、西予市民病院分に

ついては、病床数 154 床、年間患者数は入院 3 万

12人、外来 4万 6170人を見込んでおります。 

続いて予算書 199ページを御覧ください。 

収益的収入について御説明いたします。１款病

院事業収益、1 項医業収益、1 目入院収益 13 億

1452万5000円、2目外来収益6億3252万9000円、

3 目その他医業収益 9267 万 7000 円、医業収益の

合計を 20億 3973万 1000円といたしております。 

次に 2 項医業外収益、1 目受取利息及び配当金

3000 円、2 目他会計補助金 8721 万円、4 目負担金

及び交付金 2 億 382 万 4000 円、6 目長期前受金戻

入 1 億 7148 万 2000 円、8 目その他医業外収益

1525 万 1000 円、10 目事業所内保育・病児保育運

営収益 6785 万 4000 円、医業外収益の総額を 5 億

4562 万 4000 円といたしております。 

このほか 3 項特別利益 2078 万 7000 円を合わせ

まして、病院事業収益を 26 億 614 万 2000 円とい

たしております。前年度と比較しまして医業収益

は、3754 万 2000 円の増額となっておりますが、

これは新型コロナウイルス感染症の影響により、

落ち込んでいた前年度の入院及び、外来収益が回

復傾向にあり、令和４年度の実績をもとに増額の

見込みとなったものでございます。また医業外収

益が 1289 万 7000 円増額となっておりますが、こ

れは一般会計からの負担金の増によるものでござ

います。 

次に 202ページを御覧ください。 

収益的支出について御説明いたします。 

1 款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費

14 億 8252 万 8000 円、203 ページになりますが、

2 目材料費 3 億 8580 万円、3 目経費 4 億 6963 万

8000 円、207 ページになりますが 4 目減価償却費

3 億 1683 万 6000 円、5 目資産減耗費 480 万円、

6 目研究研修費 798 万 2000 円とし、医業費用総額

26億 6758 万 4000 円といたしております。 

1 目給与費につきましては、前年度と比較しま

して 1868 万 8000 円の増額となっております。こ

れは看護師・准看護師に対する処遇改善手当の増、

及び令和４年度の時間外手当等を実績見込みによ

る増のほか、定期昇給の影響によるものでござい

ます。 

2 目材料費につきましても 1720 万円の増額とな

っております。これは、入院外来の増による薬品

や材料費の増によるものでございます。3 目経費

につきましては、3098 万 2000 円の増となってお

りますが、これは主に燃料費高騰に伴う光熱水費
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の増によるものでございます。 

続いて 4目減価償却費は 971万 4000円の増加と

なっております。これは、令和４年度に購入した

医療器械等によるものでございます。 

208ページを御覧ください。 

1 款病院事業費用、2 項医業外費用、1 目支払利

息及び企業債取扱諸費 3354 万 8000 円、2 目雑支

出 3500 万円、3 目長期前払消費税額償却 1821 万

円、4目消費税及び地方消費税 300万円、6目事業

所内保育・病児保育運営費 6785 万 4000 円で、医

業外費用の総額を 1 億 5761 万 2000 円といたして

おります。 

このほか、特別損失 150 万円を合わせまして、

病院事業費用の総額を 28億 2669万 6000円といた

しております。 

6 目事業所内保育・病児保育運営費が 631 万

8000 円の増加となっているのは、主に処遇改善に

要する経費を含む、人件費が主な増の原因となっ

ております。 

続いて、211ページを御覧ください。 

1 款資本的収入、1 項出資金、1 目出資金 100 万

円、2 項負担金及び交付金、1 目一般会計負担金

1 億 8302 万 3000 円、3 項企業債、1 目企業債

4000 万円を合わせまして、資本的収入の総額を

2億 2402万 3000円といたしております。2項の負

担金及び交付金が 436万 8000円増加しているのは、

元金償還にかかる一般会計繰入金の増によるもの

でございます。3 項企業債が 5000 万円減額してい

るのは、企業債対象器械の減によるものでござい

ます。 

続いて 212ページを御覧ください。 

1 款資本的支出、1 項建設改良費、2 目固定資産

購入費 4805万 2000円、2項企業債償還金、1目企

業債償還金 2 億 9424 万 3000 円を合わせまして、

資本的支出の合計を 3 億 4229 万 5000 円といたし

ております。 

1 項建設改良費につきましては、医療器械の購

入を予定しております。2 項企業債償還金につき

ましては、742 万 4000 円増加しておりますが、こ

れは令和３年度に借入れした元金償還が開始した

ためでございます。 

以上、議案第 44号「令和５年度西予市病院事業

会計予算」のうち、西予市民病院分の説明とさせ

ていただきます。 

よろしく御審議上、御決定くださいますようお

願いいたします。 

○竹﨑委員長 

次に垣内野村病院事務長の説明を求めます。 

○垣内野村病院事務長 

野村病院分について御説明をいたします。 

当院は、地域の医療に貢献し、信頼される病院

を目指します、の病院理念のもと、西予市東部地

域全体の医療を支えるべく、令和５年度において

は、在宅医療の充実を図り、地域包括ケアシステ

ム構築の核となるよう取り組んでいく所存でござ

います。 

 それでは、予算書 153 ページをお開きください。 

第２条業務の予定量の野村病院分については、

病床数 60 床、年間患者数は入院 1 万 7568 人、外

来 3万 9852人を見込んでおります。 

続いて、予算書 215 ページをお開きください。

事項別明細書で御説明をいたします。 

まず、収益的収入について御説明いたします。

1 款病院事業収益、1 項医業収益、1 目入院収益

5 億 8852 万 8000 円、2 目外来収益 3 億 8608 万

2000 円、3 目その他医業収益 5398 万 8000 円、こ

れら医業収益を 10億 2859万 8000円といたしてお

ります。 

次に、2項医業外収益、1目受取利息及び配当金

14万 8000円、2目他会計補助金 4252万 5000円、

4目負担金及び交付金１億 9651万 2000円、6目長

期前受金戻入 6905 万円、8 目その他医業外収益

1223 万 3000 円、これら医業外収益を 3 億 2046 万

8000 円といたしております。このほか、3 項特別

利益 577万 4000円を合わせまして、病院事業収益

を 13 億 5484 万円といたしております。前年度と

比較しまして、医業収益は、5549 万円の減額とな

っておりますが、これは、看護師不足等により、

入院患者数を前年度より少なく見込んだことが要

因となっております。また、医業外収益が 3410万

1000 円減額となっておりますが、他会計補助金と

負担金及び交付金のうち、主に企業債利息、リハ

ビリ医療に要する経費、基礎年金拠出金に係る経

費が減額となったことによるものです。 

次に、218ページをお開きください。 

収益的支出について御説明をいたします。1 款

病院事業費用、1 項医業費用、1 目給与費 11 億

2482 万 5000 円、2 目材料費 2 億 799 万円、3 目経

費 2億 2759万 7000円、4目減価償却費 1億 5167万

7000 円、5 目資産減耗費 310 万円、6 目研究研修
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費 600 万円、これらを合わせまして、医業費用

17 億 2118 万 9000 円といたしております。1 目給

与費につきましては、前年度と比較しまして、

8321万5000円の減額となっております。これは、

医師及び看護師が減少したことに伴い、減額計上

するものでございます。 

次に、219ページ、2目材料費につきましても、

2452 万円の減額となっております。これは、患者

数の減少に伴い、薬品や診療材料、給食材料が減

額となることによるものです。3 目経費につきま

しては、光熱水費、特に電気料が 660 万円、燃料

費 120 万円の増額はあるものの、職員被服費

483万 6000円、修繕費 651万 7000円のほか、賃借

料や委託料などの減額に伴い、1164 万 3000 円が

減額となるものです。 

減価償却費につきましては、建物器械備品等の

償却費が減少し、1096 万 4000 円の減額となり、

5 目資産減耗費は機械備品除却費の増額により、

226 万 3000 円の増となっております。 

続いて 224ページ、1款病院事業費用、2項医業

外費用、1 目支払利息及び企業債取扱諸費 14 万

7000 円、2 目雑支出 3000 万円、3 目長期前払消費

税額償却 1177 万 6000 円、4 目消費税及び地方消

費税 300 万円で、これらを合わせました医業外費

用を 4492 万 3000 円といたしております。このほ

か、特別損失 301 万円を合わせまして、病院事業

費用の総額を 17億 6912万 2000円といたしており

ます。 

1 目支払利息及び企業債取扱諸費が 369 万円の

減額となっておりますのは、病院建設に伴う起債

償還が終了することによるものです。 

続いて、226ページをお開きください。 

1 款資本的収入、2 項負担金及び交付金、1 目一

般会計負担金 6284 万円、3 項企業債、1 目企業債

5000 万円を合わせまして、資本的収入の総額を１

億 1284 万円といたしております。1 目一般会計負

担金が 7828 万 3000 円減額となっておりますのは、

これも病院建設の企業債償還が終了することに伴

い、償還元金に繰入れられていた一般会計負担金

が減少することによるものです。 

続いて 227ページをお開きください。 

1 款資本的支出、1 項建設改良費は、1 目施設整

備事業費 104 万 5000 円及び 2 目固定資産購入費

7439万 4000円とあわせて、7543万 9000円を計上

しております。また、2項企業債償還金、1目企業

債償還金 1億 494万 6000円を合わせまして、資本

的支出の合計を 1 億 8038 万 5000 円といたしてお

ります。 

1 項建設改良費につきましては、外壁修繕工事

やデジタルエックス線テレビシステム、骨密度測

定装置等の医療機器の購入を予定しております。

2 項企業債償還金につきましては、先ほども申し

上げましたように、病院建設に伴う企業債が終了

することに伴い、1 億 1871 万 3000 円の減額とな

っております。 

以上、議案第 44号「令和５年度西予市病院事業

会計予算」のうち、野村病院分の説明とさせてい

ただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

麓西予市民病院事務長及び垣内野村病院事務長

の説明を終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

予算書とはずれますが、３月 13日からマスクが

解禁ということで今なっておりますけれども、病

院の対応はどのような感じなんでしょうか。 

○麓西予市民病院事務長 

直接予算には関係ないところにはなるんですけ

れども、３月 13日から御存じのように解禁になる

というところで、ある程度、個人の判断でという

ところになってくるんですけれども、厚生労働省

が出してる指針にもありますように、マスクが推

奨される場所というところで、病院や高齢施設等

が含まれております。 

西予市民病院としましては、マスクの着用は必

須とさせていただくこととなっております。患者

様等には、張り紙等で周知しまして、入り口等で

もマスクの着用を義務づけるような方針としてお

ります。 

○垣内野村病院事務長 

野村病院といたしましても、今ほど、市民病院

の説明にありましたように、同じような方向で考

えております。具体的な面会ですとかそういった

ことに関してはこれから検討していくところとし

ております。 

○酒井委員 

今の関連でございますけど、５月８日ですか、
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５類に落ちたときからの対応は考えておりますか。 

○麓西予市民病院事務長 

５月８日から５類になる件につきましては、３

月中に、国のほうが方針を出すということが今言

われております。先般保健所管内でも説明会があ

ったんですけれども、国の方針を受けて、病院と

してどうしていくかっていう方針を決定するとい

うふうな予定にしておりますので、今のところ、  

８日から具体的にどうするということは、西予市

民病院としては決まっておりません。 

○酒井委員 

５類になったときの不安感だとか、指導とか、

そういうことに関して、本議会から次の議会まで

ありませんので、確認をしておきますけども、消

費者、そして厚労省も迷ってるような感じがする

んですよ。学術会議にいたしましても、そしてそ

れが３月いっぱいに出たといたしまして、それか

らあとの５類からの指導、そして市民に対する徹

底したいろんなことが想定されてるようなんです

が、それをどのようにようにして市民に徹底させ

るのか方法論についてお聞きをいたします。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 55分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 59分） 

○麓西予市民病院事務長 

５月８日からの５類への変更につきましては、

国の方針を含めまして当病院で検討いたしまして、

市民の皆様にも分かりやすく説明をしていくよう

努力をしたいと考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○中村委員 

全般なんですけど、収入収益、西予市民病院の

ほうはさほどに増減、大きな金額が動いてないん

だけれども、野村病院はもう三角マークは、収入、

支出ともに並んでいて、スケールダウンしている

ように見えます。 

先ほどの御説明で、医師、看護師が不足してい

るということを説明があった。一方で、患者数も

減少している。そこのところの因果関係といいま

すか、お医者さんが確保出来ないから患者さんが

減るのか、単純に人口が減って患者数が減るから

お医者さんが減るのかというそこのバランスとい

うか、なぜ患者数が減ってみたいなことについて

は、分析としてはどのようにされておられますか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 00分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 01分） 

○垣内野村病院事務長 

今ほどの御質問にお答えいたします。 

西予市民病院としては、現状、若干増というと

ころで進んでおりますけども、野村病院といたし

ましては、看護師不足については、西予市民病院

も同様のことが言えることではあります。野村病

院としましては、当初、夜勤ができる看護師がな

かなか確保出来ておりませんで、定年退職とかそ

ういったことで、段々夜勤ができる看護師が減少

傾向にあります。そういったところで、入院患者

を受けるためには、どうしても夜勤ができる看護

師が必要になってきますので、そこで患者をなか

なか、病床をいっぱいに受けることが難しくなっ

てきているのが実情であります。人口減少とかそ

ういったところももちろん影響あるかと思います

けども、今のところ人口減少の影響というよりは、

入院患者数を維持出来なくなっているというのが

現状であり、収益もそれに伴って減少していると

ころでございます。 

○中村委員 

先ほど、確かベッド数 60床とお聞きしました。

年間通しての稼働率といいますか、そういうのは、

数字としてどのぐらい見込んでおられるのでしょ

う。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 03分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 04分） 

○垣内野村病院事務長 

令和５年度の当初予算につきましては、入院収

益を算出する根拠として、1 日平均入院患者数を

48 名で見積もっております。病床数 60 床に対し

て48名ということですので、稼働率としては 80％

を見込んでおります。 

○竹﨑委員長 

 暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時05分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 21分） 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井委員 
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病院関係もロボット化とか、そして遠距離診療

だとか、そういうことがよく世の中で叫ばれてま

すけど、こういう形を市民病院なり野村病院が、

各民間の診療所だとかが、今後これから入れてい

くような計画はございませんか。 

○麓西予市民病院事務長 

当病院では、ロボット化であるとか、遠隔診療

について、具体的な方策を考えてはおりません。

業者からこういった遠隔診療等の提案っていうの

は何社かあるんですけれども、その都度、幹部会

等で協議をしておるんですけれども、また次の段

階に進んでいる段階ではないというふうに判断を

して、取り組む計画は今のところありません。 

○垣内野村病院事務長 

野村病院におきましても、市民病院と同じよう

に、現在のところ遠隔診療等そういった方法はま

だ検討は出来ておりません。現状としましては、

診療車で惣川とか、遊子川とか、診療に行ってお

りますので、そういった対応をしております。 

○酒井委員 

今度、極端に言えば日赤だとか県中だとか、も

っと大きい医療が、出来たところからの遠隔診療

の指導的なものを受けるほうのことも考えておら

れないということですね。それでいいんですか。 

○麓西予市民病院事務長 

お見込みのとおりでございます。 

○酒井委員 

もうやはりそういうことも看護師不足とか、い

ろんな医師不足だとか、そろそろ考えておかない

と、もう取り残されるんじゃないかという不安感

がございます。そして、ロボット等の医療、手術

というようなものも、今もどっこもやり始めてま

すんで、その辺りも検討に値するんじゃないかと

思います。そこまでの余力がないと、ということ

でしたらこれはまた別ですけども。 

○麓市民病院事務長 

ただいまの酒井委員の提案、今後検討してまい

りたいと考えております。 

○中村委員 

収入の部で、医師確保対策というのは他会計補

助金で計上されていまして、野村病院 1820 万

4000 円、西予市民病院で 2228 万 5000 円、これは

支出の部ではどのような使われ方になっているの

かしら。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 25分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 26分） 

○麓西予市民病院事務長 

ただいまの中村委員の御質問にお答えします。 

医師確保対策に要する経費の支出の部分でござい

ますが、クラーク、医師の横でカルテを入力する

業種、クラークの人件費及び非常勤医師の旅費の

ほうで支出をさせていただいております。 

野村病院も一緒だそうです。 

○竹﨑委員長 

その他質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。お諮りいたします。

議案第 44号「令和５年度西予市病院事業会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 28分） 

 

【つくし苑】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 39分） 

議案第 45号「令和５年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計予算」を議題といたします。岩本

つくし苑事務長の説明を求めます。 

○岩本つくし苑事務長 

議案第 45号「令和５年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計予算」について御説明を申し上げ

ます。 

野村介護老人保健施設つくし苑の事業につきま

しては、高齢者の心身の状況に応じた適切な介護

及び機能訓練のほか、必要な医療等を提供するこ

とにより、日常生活の自立と家庭復帰を支援し、

地域に親しまれ、信頼される施設を目指して、引

き続きサービスの提供に努めてまいりたいと考え

ております。 

それでは予算書 229ページをお開きください。 

第２条の業務の予定量について御説明をいたし

ます。入所定員は 100 人、１日当たりの通所者定

員は 35人、年間の療養者数は、入所、通所を合わ
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せて、4万 740人を見込んでおります。 

次に、第３条の収益的収入及び支出について御

説明をいたします。 

収入では、施設事業収益の総額を 6 億 2245 万

3000 円と定め、施設運営事業収益、5 億 3941 万

4000 円、施設運営事業外収益 5021 万 4000 円、特

別収益 3282 万 5000 円を計上しております。これ

に対しまして支出では、施設事業費用の総額を

6億 4935万 9000円と定め、施設運営事業費用 6億

4323万5000円、施設運営事業外費用612万4000円

を計上しております。 

続いて、230ページをお開きください。 

第４条の資本的収入及び支出でございますが、

資本的収入を 8207 万 6000 円、資本的支出を

8284 万 7000 円計上しております。 

次に第５条では一時借入金の限度額を 1 億円と

定め、第６条では、予定支出の各項の経費の金額

を流用することができる場合を定め、第７条では、

議会の議決を経なければ流用することのできない

経費として、職員給与費 4 億 7550 万 3000 円、及

び、交際費 7万円を定めております。 

 また、第８条では、他会計からの補助金として、

企業債元金償還補助等、合計で１億 789万 8000円

を定め、第９条では、たな卸資産購入限度額を

2000 万円と定めるものでございます。 

それでは、収益的収入及び支出、資本的収入及

び支出の詳細について、事項別明細書で御説明を

申し上げます。 

261ページをお開きください。 

収益的収入では、1款施設事業収益、1項施設運

営事業収益で 5 億 3941 万 4000 円を計上しており

ます。前年度と比較して 1258 万 2000 円の増とな

っております。 

1目施設介護給付費収益は 4億 2264万 8000円を

計上しており、前年度と比較して 1334 万 5000 円

の増となっております。 

 2 目居宅介護給付費収益は 1 億 1262 万 6000 円

を計上しております。前年度と比較して 76 万

3000 円の減となっております。なお、ただいま説

明しました、1 目施設介護給付費収益につきまし

ては、厚生労働省が定める施設基準を前年度と同

じ超強化型で維持継続をし、利用者のサービス向

上と経営の安定に努めてまいりたいと考えており

ます。 

次に、2項施設運営事業外収益は 5021万 4000円

を計上しております。主なものは、2 目他会計補

助金 2582 万 2000 円と、5 目その他施設運営事業

外収益 332 万 7000 円及び 6 目長期前受金戻入

2106 万 4000 円となっております。 

続きまして、収益的支出について御説明をいた

します。 

予算書の 263ページをお開きください。 

1款施設事業費用、1項施設運営事業費用は、施

設運営に必要となる職員の給与費をはじめ、材料

費や経費など合わせて 6 億 4323 万 5000 円を計上

しております。前年度と比較して 1028 万 7000 円

の増となっております。つくし苑に勤務している

職員の給料等が増加したことが主な要因でありま

す。 

 267 ページをお開きください。 

5 目減価償却費は 4985 万 6000 円を計上してお

り、次ページ 7目研修費は 164万 1000 円です。  

2項施設運営事業外費用、1目支払利息及び企業

債取扱諸費は 611万 4000円を計上しております。 

次に 269ページをお開きください。 

資本的収入及び支出について御説明申し上げま

す。1 款資本的収入、2 項補助金、1 目他会計補助

金ですが、8207 万 6000 円を計上しております。

前年度と比較して 476万 1000円の増となっており

ます。これは、平成 29年度の増築に伴い、借入れ

を行った介護サービス事業債の償還が始まること

に伴うものであります。 

次に、270ページをお開きください。 

1 款資本的支出、1 項建設改良費、2 目固定資産

購入費は 124万 7000円で、購入する備品の主なも

のは、ストレッチャー等でございます。 

2 項企業債償還金、1 目企業債償還金 8160 万円

を計上しております。 

そのほか、今回割愛させていただきました予算

に関する注記、キャッシュフロー計算書、給与費

明細書、損益計算書、貸借対照表等については、

後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

 以上、よろしく御審議の上、御決定いただきま

すようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

岩本事務長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

263 ページ、細かいことなんですけれども、給
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与費の中の手当について、危険手当というのと処

遇改善手当というのは、気になったんですけども、

どういう項目か教えてください。 

○岩本つくし苑事務長 

263 ページの職員給与費の危険手当と処遇改善

手当と、２つの項目についての御質問であったと

思います。 

まず、危険手当でございますが、介護業務で汚

物処理等を行った場合、非常に感染対策で危険と

いうことで、そのような部分につきまして危険手

当を支出して予算を計上しております。また処遇

改善手当につきましては、国の方針で令和４年２

月から、介護職員の処遇改善を目的に月額最高で

9,000 円までかまわないということで、手当の出

す項目がありました。つくし苑につきましては、

月額 9,000 円を介護職員に支払うということで、

予算をつけております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 52分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 53分） 

○中村委員 

先ほど説明の中に超強化型というお言葉ありま

したがその内容について詳しく教えていただけま

すでしょうか。 

○岩本つくし苑事務長 

先ほど説明をいたしました厚生労働省が定める

介護施設の施設基準に基づきまして、これは５段

階の基準がございます。一番高い介護報酬施設の

支払っていただく項目がありますが、その単価が

一番高い分から、超強化型、在宅強化型、加算型、

基本型、その他型と５段階に設定されております。

この設定を取るためには、いろいろなメニューが

ありまして、そのメニューをクリアしてある一定

の点数をとった場合、初めてそこの基準に該当す

るということなんです。その基準をうちの場合は、

今、クリアしておりまして、令和３年 12月から一

番高い超強化型の施設基準で運営をしているとこ

ろでございます。一度説明を終わらせていただき

ます。 

○中村委員 

点数ごとにという、民間企業でいうと経営審査

事項みたいな話になろうかと思いますが。 

その加算ポイントはどのような努力でとられて

るのか主なもので構いませんので、教えていただ

いたらと思います。 

○岩本つくし苑事務長 

老健施設といいますのは、国が今定めておりま

す在宅復帰率というのを非常に重要視しておりま

す。いかにうちの施設に入って御自宅へ帰っても

らうかという在宅復帰率のポイントが、50％以上

を在宅へ返した場合は、最高得点の 20点がとれる

とか、ベッドの回転率ですね、いかに動かすかと

いうこと、それから、在宅へ、帰すための入所前

指導とか、退所前訪問とか、その利用者が退所し

ても対応ができるフォローをしていくサービスが

出来ているか、それから、要介護度の高い４、５

の割合の高い人の割合をいかにとっているか、そ

して、それをいかに実践しているかというような

ことがポイントの評価でございます。この評価を

ある程度、100 点満点で 70 点以上をクリアすれば、

超強化型に移行できるということで頑張っており

ます。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 45号「令和５年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計予算」について、原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 57分） 

 

【福祉事務所】 

【子育て支援課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 00分） 

一井部長より挨拶をお願いいたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 07分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 14分） 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

挨拶を行う。 



 

－13－ 

○竹﨑委員長 

子育て支援課所管分、議案第 14号「西予市保育

所条例等の一部を改正する条例制定について」を

議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 14号「西予市保育所条例等の一部を改正

する条例制定について」の提案理由の説明を申し

上げます。 

令和５年４月から施行されます、こども家庭庁

の設置に伴うこども家庭庁設置法の施行に伴う関

係法律の整備に関する法律の施行による子ども・

子育て支援法の一部改正に伴い、当市の西予市保

育所条例、西予市子ども・子育て会議設置条例、

西予市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例、西予市認定こ

ども園条例の４条例につきまして、それぞれの条

ずれ及び号ずれの整備を行うものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

そもそもこども家庭庁とは、どういう所管でど

ういうふうにするところですか。把握しておりま

すか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 20分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 21分） 

○宇都宮子育て支援課長 

こども家庭庁につきましてですが、こども家庭

庁の新設は、政府のこども政策を一元的に推進す

るため、複数の府省等に分かれて存在しているこ

ども政策に関する司令塔機能を一本化することを

目的としております。こども家庭庁は、子どもの

健やかな成長と子育てに対する支援、子どもの権

利、利益の擁護に関する事務を行うことを任務と

するほか、これに関連する、内閣の重要政策に関

する事務を補助することとされ、内閣総理大臣を

長とする内閣府の外局として設置されることとな

ります。 

○酒井副委員長 

子どもっていうのは、概念がちょっと分かりに

くいんですが、義務教育までですか、それとも高

校までですか。そのあたりを明確にできますか。 

○宇都宮子育て支援課長 

児童福祉法において 18歳までということの規定

になっております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

先般の一般質問で子育てっていうのを自立する

までという総務部長の答弁があります。22 歳。ま

た、大学を卒業するまでというのはこども家庭庁

の中には、職権が入らないという解釈でよろしい

ですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 23分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 28分） 

○宇都宮子育て支援課長 

こども家庭庁やこども基本法における子どもは、

特定の年齢で途切れることのない支援を行うとい

うことで、政策的には 30歳まであるというふうに

お伺いしております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。議案第 14号「西予市保育所

条例等の一部を改正する条例制定について」原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

続いて、議案第 15号「西予市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について」及び議案第 16 号

「西予市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

に制定について」を議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 15号「西予市家庭的保育事業等の設備及
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び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について」及び議案第 16号「西予市放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て」関連がございますので、一括して提案理由の

御説明を申し上げます。 

今回の改正は、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及

び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準の一部が改正されることから当該基準省令

に従い、同様の措置を講ずるため、関係条例の一

部を改正するものであります。 

主な内容といたしましては、令和４年９月に静

岡県牧之原市の認定こども園において、送迎バス

に園児が置き去りになり、亡くなられる事案が起

きたことを受け、放課後児童健全育成事業所及び

家庭的保育事業所に対して、安全計画の策定の義

務化、並びに送迎や施設外活動等に、自家用車を

運行した際の点呼等による所在確認が義務化され

たほか、家庭的保育事業者には通園用の自動車を

運行する場合、当該自動車にブザーその他の社内

の園児等の見落としを防止する装置の設置を義務

化するものであります。このほか、感染症及び食

中毒の予防、まん延を防止するための訓練を定期

的に実施するよう努めることなど、講ずべき措置

を具体的に明確化するものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 32分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 35分） 

○酒井委員 

先ほどありました、事故があった、取り残しが

あった、こういう予算化につきましては、後で一

般会計に出るかも分かりませんけども、条例の中

でやった分については、予算処置なんかは、市の

ほうでしなければならないのですか。 

○宇都宮子育て支援課長 

園児の送迎等について、バス等への補助金につ

きましては、国の補助金がありまして、先般の議

会のほうで承認いただきまして、送迎バスを運行

する事業者に、今月中に設置するような予定とな

っております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

２案ありますので一括での質疑を行っておりま

す。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより議案ごとに採決を行います。 

まず初めに「西予市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について」原案に賛成の委員の挙手を

求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

○竹﨑委員長 

続きまして、議案第 16号「西予市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について」をお諮

りいたします。 

この件について原案に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

続きまして、議案第 36号「令和５年度西予市一

般会計予算」を議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 36号「令和５年度西予市一般会計当初予

算」のうち、子育て支援課所管分について、予算

書に基づき、御説明申し上げます。 

歳入の詳細につきましては、事前に提出させて

いただいております一覧表で御確認いただきます

ようお願いいたします。 

それでは、歳出について御説明申し上げます。 

予算書は 88 ページから 96 ページ及び 174 ペー

ジから 176ページとなります。 

子育て支援課の所管事業としまして、3 款民生

費、2 項児童福祉費、1 目児童福祉総務費、16 事
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業、2目児童措置費３事業、3目母子福祉費４事業、

4 目保育所費７事業、5 目児童館費４事業、10 款

教育費、4項幼稚園費、1目幼稚園費 4事業、この

以上の合計 38 事業となります。38 事業のうち、

８事業が会計年度任用職員の給与となります。 

 令和５年度子育て支援課の事業費の予算総額は、

職員給与費等を除き、3款民生費、2項児童福祉費

20 億 6693 万 5000 円と、10 款教育費、4 項幼稚園

費 1648万円の合計で、20億 8341万 5000円となっ

ております。 

令和４年度当初予算と比較しますと、児童公園

整備事業などの増額もございますが、保育士等処

遇臨時特例給付金事業が令和４年度をもって終了

したことや、教育保育給付費支援事業、令和４年

度実績見込みに見合う減額を行ったことにより、

全体では 2555 万 2000 円の減額予算となっており

ます。 

それでは、予算書 88ページをお開きください。 

3 款民生費、2 項児童福祉費、1 目児童総務費の

令和５年度予算額は、事業概要、下から２行目の

福祉課所管の会計年度任用職員給与費、これは児

童虐待関係事業になりますが、263 万 4000 円を除

く、6 億 2625 万 8000 円でございます。前年度と

比較しますと 1 億 3363 万 4000 円の増額となって

おります。主な要因といたしましては、令和４年

度からの継続事業として、児童公園整備事業によ

り増額したものでございます。 

子育て支援課所管分の児童福祉総務費の事業は、

事業概要にありますように、児童福祉総務費庶務

事業ほか 14事業と、会計年度任用職員給与費１事

業となっており、児童福祉、子育て支援分野に関

する事業について予算計上をしているものでござ

います。 

主な事業について御説明をさせていただきます。

予算書 88ページの事業概要を御覧ください。 

事業概要、児童扶養手当支給事業 1 億 2256 万

8000 円でございます。この事業は、ひとり親等の

児童の生活の安定と自立促進に寄与するため、児

童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶

養手当を支給するものでございます。対象の児童

は、18 歳に達する日以降、最初の３月 31 日まで

の間にあるもの、または、20 歳未満で政令に定め

る程度の障がいがあるものでございます。財源と

して、国の３分の１補助の 4076 万 7000 円でござ

います。 

続きまして、事業概要、子ども医療費助成事業

1 億 339 万 6000 円でございます。全ての児童が安

心して、医療機関を受診できる環境整備及び保護

者の子育てにかかる経済的負担軽減を図るため、

令和５年度から対象児童を 18歳まで拡充し、医療

費の保険診療に係る自己負担分を全額助成するも

のでございます。 

財源につきましては、負担金として、未熟児養

育医療費国庫負担金 94万 1000円、県負担金 47万

円、補助金として、３歳に達した月までの通院医

療費及び入院費、それ以降から就学前３月までの

入院費及び外来１カ月当たり 2000円を控除した額

の２分の１の乳幼児医療助成事業県補助金 1533万

3000 円でございます。 

児童医療費につきましては、過疎対策事業債

2000 万円を増充当し、そのほかにつきましては、

市の単独事業となっております。 

続きまして、事業概要４行目、認可保育所等管

理支援事業 4071 万 4000 円でございます。この事

業は、保育を必要とする子どもと保護者を対象に、

子ども人ひとりを大切に、保護者に信頼され地域

に愛される保育所を目指し、保護者が安心して保

育所に子どもを預けることができ、保育所が安全

で安心な保育の提供を行うための事業として、嘱

託医報酬や保育所の遊具点検、障害児保育事業補

助金などを計上させていただいております。 

また、令和５年度から保育所等で勤務する保育

士の負担軽減を図るため、保育所等で消毒や清掃

などを行う保育補助者の雇用のため、民間の保育

所等への補助金として、保育対策強化事業費補助

金 1200万円を新たに追加しております。この事業

につきましては、財源が、国庫補助金２分の１の

600 万円、県補助金４分の１の 300 万円を充当さ

せていただいております。 

続きまして、保育支援事業 4017 万 5000 円でご

ざいます。この保育支援事業は、地域の実情に応

じて、事業計画に従って実施するもので、国及び

県子ども・子育て支援交付金要綱に基づき、延長

保育、一時預かり、病児保育事業の実施に伴う経

費に対し、委託料や補助金を交付するものでござ

います。委託料として、スマイル保育園病児保育

事業 1966 万 5000 円、補助金として、延長保育事

業、一時預かり事業、病児保育事業を実施する民

間事業者に対し 2086 万 7000 円を計上しているも

のでございます。財源につきましては、委託料及
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び補助金に対し、国、県が３分の１、おのおの

1338 万円となっております。 

放課後児童健全育成事業 6047 万 9000 円でござ

います。就労等により、保護者が昼間家庭にいな

い小学生に対し、授業終了後に、児童館等を利用

して、安心安全な環境の場を提供し、児童の健全

な育成を図ることを目的とする事業でございます。

放課後児童クラブの運営につきましては、国、県

子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき、市

内９カ所の放課後児童クラブを運営する社会福祉

法人等と国の基準に基づく、業務委託料を計上さ

せていただいております。財源につきましては、

委託料に対し、国、県が３分の１の補助として、

おのおの 1993 万 7000 円、ふるさと応援基金繰入

金 1000万円を充当しております。 

次に、子育て支援センター事業 2125 万 6000 円

でございます。この事業は、子育て中の親子の交

流の場の提供と交流の促進、子育てに関する相談

と支援の実施、地域の子育て関連情報の提供、子

育て支援に関する講習会等の実施により、地域全

体で子育てを支援する基盤づくりと推進を目的と

しております。市内２カ所の民間子育て支援セン

ター事業の委託料 2122 万 8000 円と、妊婦から子

育て世帯へとその家族への情報提供を目的とした

西予子育て応援ＬＩＮＥの配信に係る経費 2 万

8000 円を計上しております。財源として、委託料

に対し、国、県は３分の１の補助として、おのお

の 708万 5000 円となっております。 

続きまして、事業概要、結婚新生活支援事業

490 万 5000 円でございます。少子化の要因である

未婚化、晩婚化に対する取組として、経済的理由

で結婚に踏み切れない世帯を対象として、新生活

にかかる住宅費、引っ越し費用等の費用について

支援を行うものでございます。 対象として、新

規に婚姻した世帯で、夫婦ともに 39歳以下、世帯

所得 500 万円未満の世帯を対象として、予算の範

囲内で１世帯へ最大 60万円を支援するものでござ

います。財源として、３分の２の県補助として

320 万円を充当させていただいております。 

続きまして、事業概要、児童公園整備事業 1 億

3470 万 9000 円でございます。親子や年齢の異な

る子どもたちと交流を持つことで、未来を担う子

どもたちの成長と親を支援する環境づくり、また、

人口減少対策の一環として整備をしております。

児童公園整備にかかる費用を計上させていただい

ております。継続費の設定による公園整備に係る

遊具等設置工事の令和５年度分 8470 万 9000 円と

令和５年度単年度事業として、公園内のトイレ新

築工事費 4976 万 4000 円、トイレ新築工事監理委

託料 23 万 1000 円、消耗品 5,000 円を計上してお

ります。財源として、過疎対策事業債 1億 2900万

円、ふるさと応援基金繰入金 470万 9000円を充当

しております。トイレにつきましては、小さいお

子さんを連れてトイレに入ってもいいようにベビ

ーチェアを備えて、子育て世帯の方が利用しやす

くなるような設計にしております。また今後、新

たに子育て遊具を設置する場合、新たにトイレが

必要な場合につきましては、トイレ等にもチェア

みたいなものを設置するようなことを検討して、

子育て世帯の方に利用していただくような計画を

検討していきたいと考えております。 

予算書 212ページを御覧ください。 

212 ページにつきましては継続費の進捗状況に

ついての調書を記載しておりますので、またご確

認をいただいたらと思います。令和４年度、令和

５年度の継続費の内訳となっております。 

予算書 88ページにお戻りください。 

事業概要、児童公園管理事業 769 万円でござい

ます。この事業は、市内の遊具がある公園の維持

管理費用 161万 4000円、新しい児童公園維持管理

費 107万 6000円、児童公園完成イベントに伴う費

用として 500 万円を計上いたしております。財源

として、児童公園完成イベント費用につきまして

は、企業協賛金 150 万円、ふるさと応援基金繰入

金 350 万円を充当しております。 

次に事業概要、子育て応援事業 790 万円でござ

います。この分につきましては、令和５年度新規

事業となります。この事業につきましては少子化

対策の一環として、子育て世帯の経済的負担を軽

減するとともに、安心して育てる環境の整備を図

ることを目的として、中学進学準備応援金事業

390 万円、経済的理由で出産を諦めることがない

よう、出産を要する経費の一部を助成し、子ども

を持ちたい夫婦を支援する若年出産世帯応援事業

400万円でございます。 

続きまして、91ページを御覧ください。 

2目児童措置費でございます。 

令和５年度予算額は 12億 3698万 7000円で前年

度と比較しますと１億 3511 万 7000 円減額となっ

ております。 
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教育・保育給付費支給事業におきまして、令

和５年４月から開始する保育所等に同時入所し

ている第２子の保育料無料化に要する費用のう

ち、民間保育所で保育料を徴収している分を本

事業に上乗せして、支払いする約 500 万円を一

部増額するものでありますが、減額の主な要因

といたしましては、令和４年度実績見込みに見

合う要求を行ったことにより減額となったもの

でございます。 

児童措置費の事業としましては、事業概要に

ありますように、児童手当支給事業、教育・保

育給付費支援事業、幼児教育・保育無償化事業

の３事業となっております。主な事業につきま

して御説明します。 

事業概要、教育・保育給付費支給事業 8 億

7321 万 4000 円でございます。この事業は、民

間保育所、私立幼稚園、認定こども園及び地域

型保育所に通う児童に係る教育保育に要する費

用の額を給付費として施設に支給するものでご

ざいます。財源といたしましては、国が２分の

１、負担金 4 億 2321 万 4000 円、県４分の１、

負担金 1億 8156万 4000円、県補助金 937万円、

利用者負担金 1529万 7000円でございます。 

事業概要、幼児教育・保育無償化事業 667 万

4000 円につきましては認可外保育所、保育施設

等及び預かり保育等の利用に要する費用、第３

子以降の副食費の免除に要する費用を計上して

おります。財源といたしましては、認可外保育

所施設及び預かり保育の利用給付に要する経費

299 万 8000 円に対し、国２分の１補助 149 万

8000 円、県４分の１補助 74 万 9000 円でござい

ます。また、第３子以降の副食費につきまして

は、国基準より対象者を拡充した市独自の免除

となりますので、私立保育所、私立幼稚園の対

象児の副食費減免に要する負担金 365万 4000円

は、一般財源から支出をするものでございます。 

3目母子福祉費でございます。 

令和５年度予算額は 2602万円でございます。

事業概要、ひとり親家庭医療費助成事業 2145万

9000円でございます。 

この事業は、ひとり親家庭等の保健の向上と

福祉の増進に寄与するとともに、経済的負担の

軽減を図るため、所得税非課税世帯のひとり親

家庭の親等、または児童が医療機関等において、

保険給付を受けた場合、その自己負担相当分を 

助成するものでございます。財源といたしまして

は、県補助金２分の１でございます。 

続きまして予算書 92ページを御覧ください。 

4 目保育所費の予算総額は、職員給与費を除き、

2 億 2187 万 8000 円でございます。前年度と比較

しますと 2346 万 4000 円の増額となっております。

この増額の主な理由といたしましては、保育士不

足による保育士確保のための会計年度任用職員給

与費の増額でございます。保育所費の事業といた

しましては、事業概要にありますように、市内の

公立保育所３園の管理運営費及びスマイル保育園

の運営経費として、実施主体である西予市民病院

に必要な経費を繰り出す費用と会計年度任用職員

給与費になります。 

続きまして、94ページを御覧ください。 

5 目児童館費の予算額は 2369 万円でございます。

事業概要にあります宇和児童館管理運営事業、野

村児童館管理運営事業と会計年度任用職員給与費

２事業となっております。児童館は０歳から 18歳

までの児童とその保護者がいつでも自由に利用で

きる施設として、様々なイベントを実施して、子

どもの健全な育成を図っております。また、保護

者同士の交流の場や親子の集いの場を提供し、保

護者や地域の子育て力が高まるよう、子育てに関

する相談活動を行うなど、地域に開かれた子育て

支援施設としての機能も果たしております。 

続きまして、174ページを御覧ください。 

10 款教育費、4 項幼稚園費の予算額は、職員給

与費を除き 1648万円でございます。事業概要とし

まして、３事業と会計年度任用職員給与費１事業

とでございます。 

野村幼稚園管理運営事業につきましては、野   

村幼稚園が築 44年になりまして、修繕等も増えて

おりますが、幼稚園におきましても、教員不足の

状況がございますので、幼稚園の会計年度任用職

員の教諭１名分 465 万円を前年度より増額いたし

ております。 

最後になりますが、子育て支援課所管分の会計

年度任用職員給与費８事業につきましては、3 款

民生費、2項児童福祉費に総額 1億 9031万 

8000 円、10 款教育費、4 項幼稚園費は 1147 万

7000 円を計上させていただいております。これは

主に、保育士の給与になります。 

以上、議案第 36号「令和５年度西予市一般会計

予算」子育て支援課所管分につきまして、よろし
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く御審議の上、御決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○竹﨑委員長 

宇都宮課長の説明を終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

88 ページの結婚新生活支援事業は、大体何人ぐ

らい、いっていますか。 

○宇都宮子育て支援課長 

結婚新生活事業の令和４年度中は、まだ申請を

受け付けたりしておりますので、令和３年度実績

をお答えさせていただいたらと思います。令和３

年度実績としまして、相談が８件ございまして、

そのうち、５件の方が申請されております。今年

度につきましても、途中でございますが、相談件

数 14 件、申請件数 13 件ということで、だんだん

伸びてきている状況になっております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

予算書 88ページの認可保育所等管理支援事業、

これに対して説明をいただいたんですが、もう少

し詳細な説明をいただいたらと思うんですけれど

も。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時４分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時５分） 

○宇都宮子育て支援課長 

認可保育所等管理支援事業につきましては、新

規に保育所等の消毒や清掃作業を行う保育補助者

を雇用するということで、民間事業者に対して、

１カ月 10万円の 12カ月分の 1200万という補助金

を新しく計上させていただいております。後の事

業につきましては、既存の事業でございます。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時６分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時６分） 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

88 ページの子育て応援事業なんですけれども中

学校に進学する子育て世帯に対しての進学準備応

援金、ちょっとこの概要をもう少し詳しく、基準

と概要、もう一歩教えてください。 

○宇都宮子育て支援課長 

中学進学準備応援金事業につきましては、小学

校６年生の児童を持つ保護者に対して、児童１人

当たり 1万 5000円を支給するように計画しており

ます。 

○二宮委員 

子育て応援事業の出産に夫婦ともに 29歳以下で

あった世帯に対して出産後に要する経費の一部を

助成するということなんですけれども、これ全額

一般財源なんですが、29 歳にした理由、あれば教

えてください。 

○宇都宮子育て支援課長 

今は一般財源ですが、県のえひめ人口減少対策

総合交付金が決定しましたら、次期議会において、

歳入のほうも補正をさせていただこうかなという

ふうに考えているところです。29 歳以下という点

につきましては、国が調査した、結婚の年齢が大

体 29歳が全国平均ということで、それ以降の方を

国としては晩婚化とか言われてるので、29 歳で分

かれるというふうにお聞きしています。 

○二宮委員 

県の交付金というか、補助金になったときに、

この 29歳というのは線引きがあるんですか。 

○宇都宮子育て支援課長 

県のほうの基準として 29 歳ということです。 

○二宮委員 

県は県でその分があったとしてもですね、やっ

ぱり今、夫婦ともと書いてあるやないですか、今

やっぱり晩婚化の中でも奥さん若いとか、逆の場

合もあるし、30 代、年齢本当はなくてもいいと思

うんやけども、30代ぐらいまでにして、29歳を超

える場合は市のほうの一般財源でやるべきじゃな

いかなと、それが今回の人口減少対策とか、子育

て世代の応援の事業になるんじゃないかなと思う

んですけれどもいかがでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 10分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 20分） 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

今ほど、二宮委員のほうから御質問がありまし

た一般財源的なところも含めてでございますけれ

ども、限られた財源、市の財源の中で有効的な財

政収入も検討していく必要もあります。しかしな
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がら、令和５年度から事業がスタートいたします

ので、申請の状況を踏まえながら、調査研究をさ

せていただきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○二宮委員 

今回の新規事業ということなんで、この様子を

見ながら、実績を見て、部長も１年おっていただ

くということなんで、ぜひ来年に向けてプラス思

考でよろしくお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

事業とは関係ないんですけど、ひとり親家庭は

西予市内にどれくらいあるんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 22分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 22分） 

○宇都宮子育て支援課長 

その数字につきましては、現在手元に資料がご

ざいませんので、後ほど提出させていただいたら

と思います。 

○宇都宮委員 

ではまた後で教えていただけたらと思うんです

けれども、ひとり親家庭の方、この事業との関係

はないんですけど、いろんなこうサポートがある

と思うんですけども、それぞれの窓口が別だった

り、市役所の中でも課が違ったりとか、市役所以

外のところとの間で連携を密にとっていただいて、

漏れがないようなサポートを努めていただけたら

と思います。よろしくお願いします。 

○宇都宮子育て支援課長 

御指摘のように、今後は関係機関と連絡を密に

してひとり親の確認の際に情報提供に周知をしな

がら努めていきたいと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

児童公園整備事業につきましてお尋ねします。

地方債が 1憶 4990万 8000円その中で児童公園 

整備事業に地方債がどれだけ入ってるか説明願い

ます。トイレの方と一緒で簡単でいいので。 

○宇都宮子育て支援課長 

児童公園整備事業 1 億 3470 万 9000 円に対しま

して、過疎対策事業債を 1億 2900万円充当するよ

うにしております。 

○酒井副委員長 

トイレを含めての解釈でよいですね。 

○宇都宮子育て支援課長 

トイレの新築工事も含めてです。 

○酒井副委員長 

過年度の分につきましては、森林環境譲与税を

使ってやっております。そして今回は、はっきり

言いましてこの児童公園は借金で作るとそういう

ことでよろしいんですね。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 25分） 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 27分） 

○酒井副委員長 

借金というのはちょっと言葉悪かったかもしれ

ませんけれども、事実上、３割の過疎債でしたら

３割は借金になるわけです。その辺りも含めた形

で、一応効果がしっかりと保てるようにしていた

だきたい、かように思います。そしてもう１点、

その中で、児童公園だけじゃなくて保育所の公園

の遊具の問題をお尋ねいたしますが、保育所で遊

具事故が起きたときの報告とか処置が今まで事例

はございませんか。 

○宇都宮子育て支援課長 

保育所につきましては、保育所内で起こった事

故については、すぐに事故の報告第一報をいれる

ことになっておりまして、けがの度合いによりま

して、県、国のほうに報告するような仕組みとな

っております。 

○酒井副委員長 

その事例は何件か、ここ数年報告がありました

か。 

○宇都宮子育て支援課長 

保育園での事故につきましては数件ありますけ

れども、遊具で遊んでいて、遊具の事故について

は、近年は聞いておりません。 

○酒井副委員長 

事故があったときの過失の責任というものを、

保育所の遊具にはしたことはございませんか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 28分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 29分） 

○酒井副委員長 
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今度児童公園が２つ、公園の設置をするわけで

ございますけれども、どんぶり館横の遊具につい

ての事故があったときのカリキュラムとか、そう

いうものをこういうように対応し対処するという

ようなものができ上がっておりますか。 

○宇都宮子育て支援課長 

策定はしておりませんが、今後、供用開始する

までには、ある程度のルールはつくりたいと思っ

ております。 

○酒井副委員長 

そこで、一般質問にも時間がなかったんで詳し

くはやらなかったんですけども、この何かあった

とき、事故があったときの責任のとり方、設置者、

管理者、そして使用者、このあたりの問題をしっ

かりと突き詰めてきておいていただきたいと思い

ます。あるところで、親と一緒にブランコにのっ

たら、体重移動が、子ども用につくったやつに親

もちょっと乗ったところ、子どもがけがした。そ

ういう問題が出てきますので、例えば、先般も言

いましたけど大和市行ったときには、厳しくその

管理をしていた。例えば、３メーターのすべり台、

そういうもんについても、小さい子が長い滑り台、

すべったときに事故が起き、使っちゃいけない。 

低学年や高学年に分けて、低学年用は何歳から

何歳まで、高学年は何歳といったら、大人は滑っ

ちゃいけないのか、こういう問題、そういうもの

をきちっとしているかどうか、これからされるの

か、その辺りをお聞きします。 

○宇都宮子育て支援課長 

公園の遊具につきましては、それぞれ利用の方

法とか、対象年齢とかという掲示板を、利用者に

分かるところに設置しまして安全性を確保したい

と考えております。 

○酒井副委員長 

どんぶり館の横の遊具については、大人は一切

使われないような説明になるわけですけれども、

そのところはどうですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 32分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 42分） 

○宇都宮子育て支援課長 

遊具につきましては、やっぱり安全が大事だと

思いますので、遊具を安全に利用できるような看

板を設置するように、業者さんとも相談して、分

かりやすく標記をして、事故のないように提案し

ていきたいと思います。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

○二宮委員 

今、公園のことがあったんですけども、以前全

員協議会のときに、管理者を置くのかということ

を聞いておかないという答弁やったんですけど、

ライブカメラとか、そういうのを設置するような

予定はないんですか。 

○宇都宮子育て支援課長 

公園内には、全体を見渡せる防犯カメラを設置

しますので、公園内の動きについては把握できる

と考えております。 

○二宮委員 

別の質問ですが、こども家庭庁ができるという

ことがありました。こども家庭庁は、今までの文

科省や厚労省、内閣府、警察庁等の事業政策を一

元として取り扱うということやったんですけれど

も、市の行政の中では、今、子育て支援課が分野

と思いますけども、今扱ってる以外、そういう縦

割りを変えるみたいな変更というのは、将来ある

んでしょうか。こども家庭庁ができたからという

ことで。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

今現時点では、組織の一元化というような動き

はまだないんですけれども、業務的に子育て支援

課、健康づくり推進課、あるいは福祉課、全般で

横断する業務もありますので、そういったものに

ついては最近センター化っていう形で、業務で取

り組んでいるところです。今後、他市の動きも研

究しながら、より効果的、一元的にやっていく方

向性があるほうが重要であるようなことになりま

したら、また、検討はしていく段階が来るんでは

ないかなと思っておりますけれども、今の現時点

ではございません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

ひとつお聞きしておりますが、野村の幼保一元

化が延びておりますけれども、今後の予定が延び

ておるのをそのままにするか、予定は来年度、そ

ういうことになるのか。その点、改めて聞かせて

ください。 
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○宇都宮子育て支援課長 

野村幼稚園との保育所の統合につきましては、

令和７年４月に統合して、幼保連携型の認定こど

も園に移行するように準備を進めております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

議案第 36号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 46分） 

 

 【長寿介護課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 00分） 

議案第 36号「令和５年度西予市一般会計予算」

について議題といたします。土居課長の説明を求

めます。 

○土居長寿介護課長 

議案第 36号「令和５年度西予市一般会計予算」

のうち、長寿介護課所管分につきまして、予算書

に基づき、主要な事業、中でも予算額が大きな事

業や、事業内容を変更した事業を抜粋して御説明

申し上げます。 

それでは、歳出予算から御説明いたします。 

予算書の 81ページをお開きください。 

3 款民生費、1 項社会福祉費、3 目老人福祉費で

ございますが、令和５年度予算 19 億 3154 万

3000 円のうち、野村介護老人保健施設事業会計繰

出事業、及び職員給与費を除き、長寿介護課所管

分は 17 億 7486 万円を予算計上しております。前

年度当初予算と比較しますと 3 億 6177 万 5000 円

の増額となっております。 

それでは事業概要に沿って御説明いたします。 

老人福祉庶務事業 1356 万 3000 円を計上してお

ります。 

この事業は前年度事業として設定をしておりま

した。老人福祉庶務事業、宇和福祉の里事業、利

用者負担軽減措置事業、シルバー人材センター支

援事業、敬老祝金支給事業を統合した事業でござ

います。前年度当初予算比較しまして 513 万

1000 円の減額となっております。これは、敬老祝

金の金額につきまして、99 歳対象者の支給金額を

5 万円から 3 万円減額したことと、対象者の減少

が主な要因でございます。 

続きまして、老人クラブ等活動支援事業 303 万

8000 円を計上しております。この事業は、軽スポ

ーツの実施や奉仕活動、独居高齢者の見守り、子

どもたちとの交流など、地域社会の発展と福祉の

向上に貢献している老人クラブの運営を支援して

いくため、補助金を交付する事業でございます。

前年度当初予算と比較しまして 70 万 9000 円の減

額となっております。これは単位老人クラブ助成

金、ひと月当たりの金額 1,300 円を 1,000 円に減

額したことと、会員数の減少が主な要因でござい

ます。 

続きまして、老人保護措置事業 2 億 8506 万

1000 円を計上しております。事業の財源となりま

す入所者負担金につきましては、社会福祉費負担

金 6269 万 3000 円を歳入予算で計上しております。 

この事業は、老人福祉法に基づき、65 歳以上の

方で、家庭環境及び経済的理由により、居宅にお

いて生活することが困難な方の養護老人ホームへ

の入所措置をさせていただく事業でございます。

市内には、定員 70 名の奥伊予荘と、定員 50 名の

三楽園の２つの施設がありますが、現在、３名の

方が市外の養護老人ホームへ入居しております。 

続きまして、敬老会活動支援事業 1621 万

5000 円を計上しております。 

この事業は、市内に住所を有し、当該実施年度

４月１日現在において満 75歳以上の高齢者を対象

として、町内会や自治会等が行う敬老事業に対し

補助金を交付する事業でございます。前年度当初

予算比較しまして 33 万 7000 円の減額となってお

ります。前年度までは、１人当たり 2,000 円を上

限として補助しておりましたが、令和５年度から

は、事業に関しての敬老事業に対し、１人当たり

1,900 円、記念品のみの場合は、１人当たり

1,000 円を乗じた額の補助金を交付いたします。

令和５年度対象者は、市内全域で 8,534 人を見込

んでおります。 

続きまして、惣川高齢者生活福祉センター運営

委託事業 1054万 1000 円を計上しております。 

この施設は、高齢者が安心して健康で明るい生
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活を送れるよう支援するとともに、福祉の増進を

図ることを目的として、平成６年６月に整備され

た施設でありますが、平成 18年４月から現在まで、

社会福祉法人西予市野城総合福祉協会が指定管理

者として運営しております。居室は２人部屋が２

室、個室が６室の定員 10 名となっております。 

続きまして、軽費老人ホーム管理運営事業

2100 万円を計上しております。軽費老人ホームと

は、老人福祉法第 20条の６に規定されている施設

で、家庭環境や経済状況などの理由により、居宅

において生活することが困難な高齢者が入居の対

象となります。 

この事業は、利用者の負担を軽減するため、施

設利用料のうち、事務費を施設が減免した場合に、

減免した額を補助し、利用者の負担軽減を図るも

のでございます。市内には、事業の対象外２つの

施設があります。 

続きまして、養護老人ホーム三楽園建設事業

4億 3473万 3000円を計上しております。これは、

解体工事から建築工事を一体的に実施するため、

令和５年度に実施する旧二木生小学校の解体工事

監理費 103 万 4000 円、解体工事費 2 億 3320 万円

及び令和５年度分の新築工事費 2 億円の合計 4 億

3423 万 4000 円を補助金で計上しております。そ

の他、市で実施する記念植栽委託料 49 万 9000 円

を予算計上しております。 

 続きまして、介護保険特別会計繰出事業 9 億

6432万3000円を計上しております。この事業は、

介護保険事業の健全な運営を図るため、介護給付

費に対する法定負担分と、介護保険料で賄うこと

の出来ない事務費に繰り出しを行うものでござい

ます。前年度当初予算と比較しまして 2825 万

9000 円の減額となっておりますが、令和４年度の

実績見込みにより減額となっております。特定財

源の低所得者保険料軽減に係る国庫負担金 5189万

円及び県負担金 2592 万 5000 円を歳入予算に計上

しております。低所得者保険料の軽減負担割合は、

国が２分の１、県と市が４分の１となっておりま

す。 

続きまして、全国健康福祉祭えひめ大会推進事

業 574万 3000円を計上しております。ねんりんピ

ックの愛称で親しまれております全国健康福祉祭

は、高齢者を中心とする国民の健康の保持、増進、

社会参加、生きがいの高揚等を図り、触れ合いと

活力のある長寿社会の形成に寄与することを目的

に実施されております。愛媛県大会は、令和５年

10 月 28 日土曜日から 31 日火曜日まで４日間の会

期で予定されております。西予市での開催種目は

軟式野球で、松山市、新居浜市、内子町との共同

開催となっております。令和５年度は、実行委員

会負担金として 543万 7000円を予算計上しており

ます。 

続きまして、八幡浜地区施設事務組合負担金事

業 727 万 7000 円を計上しております。 

令和４年度で償還が終了しました特別養護老人

ホーム青石寮に関し、令和５年度において、大規

模修繕が必要になったことから、もともと定めら

れておりました負担割合により負担金を支出する

ものでございます。なお、西予市は、令和６年度

末をもって事務組合脱退する予定であり、この負

担金については、脱退後に返還されることになっ

ております。 

以上、歳出予算についての御説明とさせていた

だきます。なお、歳入予算につきましては、事前

に提出しております歳入資料をもって御説明にか

えさせていただきます。 

以上で、議案第 36号「令和５年度西予市一般会

計予算」のうち、長寿介護課所管分の御説明とさ

せていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

土居課長の説明は終わりました。これより本案

について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

２点。１つは緊急通報事業 223 万円ですけれど

も、16万9000円の増額予算になっとるんですが、

実績というか今、何件なのかということと、その

次、高齢者路線バス利用補助事業 364万 1000円は

63 万 9000 円減額ということですが、この今の利

用状況、お願いします。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 11分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 11分） 

○土居長寿介護課長 

先ほど、委員から御質問のありました緊急通報

事業の実績につきまして、御回答申し上げます。

利用者の推移でございますが、令和４年度、令和
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５年３月現在ですが、利用者数が 84 名、新規が

13 名というふうになっております。 

あわせまして路線バスの実績ですが、令和４年

度は 679 冊となっております。ちなみに、明浜が

187冊、宇和が 64冊、野村が 169冊、城川が 55冊、

三瓶が 204 冊となっております。ちなみに、１名

が２冊までとなっております。 

○二宮委員 

今のバス利用補助ですけども、ここ２、３年の

傾向として、以前ちょっと減っとるようなことを

聞いたことあるんですが、やっぱり減ってるんで

しょうか。 

○土居長寿介護課長 

先ほどの御質問でございますが、令和２年度、

令和３年度の実績もあわせて御説明させていただ

きます。令和２年度が 814 冊、令和３年度が

738 冊、令和４年度が 679 冊ということで、利用

者は年々減少している状況であります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

関連でございますけれども、免許返納のバスを

使える特典があるんですけれども、そちらとどち

らが有利ですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 14分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 15分） 

○土居長寿介護課長 

先ほどの御質問に御回答させていただきます。 

確かに免許返納の方につきましては、半額の補助

がありますので、多分そちらのほうを使われてる

んじゃないかと思いますが、それにつきましては

特に集計等を行っておりませんので、あくまで推

察になります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

最初に質問した緊急通報事業なんですけれども、

課長の答弁で、新規が 13 名ということで、今

84 名が利用されておるということで、意外に多い

なと思って今ちょっと驚いたんですけど、最近ス

マホを使ったりとか、いろんな見守りの様式とい

うのがあると思うんですけれども、ちょっともう

これは、古いというか、以前からも減っとるんか

なという想像で質問したんですが、何かほかの見

守り方法とか検討されとるようなことはないでし

ょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 17分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 17分） 

○土居長寿介護課長 

先ほど委員の御質問の中に減っていないかとい

うお話がありましたが、市のほうでは、ホームペ

ージ及び広報に掲載しまして、またチラシを作成

して公民館に配布することや、民生委員の研修、

また老人クラブ役員会などで周知しております。

昨年度からは、65 歳以上の高齢者のみで構成され

る世帯もその分入れておりますので、ひとり暮ら

しの方だけのものでありませんので、その分が増

えてきているというふうに考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

老人クラブの活性化とか、老人の健康増進に対

し、老人クラブを通してカリキュラムとか、手上

げ方式とか、こういう事業をやるからこういう補

助金をいただきたいというふうな、老人クラブか

ら出すような事業というものは考えていただけな

いでしょう。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 18分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 20分） 

○土居長寿介護課長 

会員減少の理由としましては、組織リーダーの

不足や就労年齢の高齢化に加えて、生活環境の変

化から地域社会への帰属意識が、大きくなってい

ることを考えると、なかなか増えるようになって

おりません。若手リーダーの育成や魅力ある老人

クラブ活動を展開していくことが、会員の増強に

もつながってくると考えております。愛媛県老人

クラブ連合会に設置されております各委員会など

への積極的な参加、また女性会員の力を活用した

活動の創出、高齢者の生きがいづくりなど、魅力

ある老人クラブ活動になるよう支援していかなけ

ればならないと考えておりますが、現在のところ、

制度についての検討は行っておりません。あわせ

まして、令和５年４月から地域づくり活動センタ
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ーが本格的に開始します。この中で、地域づくり

交付金を活用していただくなど、ぜひ地域の中で

も検討いただいたらというふうに考えております。 

○酒井副委員長 

地域づくり活動センターの中でやること、そし

て、事業の中で、手上げ方式なんかで、老人会の

年間の健康づくりカリキュラムなどをつくって、

手上げ方式にした場合に、それが採択されるかど

うかっていうソフトの面がありますので、その辺

りもできれば、先進的な老人クラブに指導してい

ただきたいなと。事務能力が非常に老人クラブは

ないんです。その事務能力を何かの場所で、活動

センターがやってもらうのか、その辺りのものを

活動センターに関しても投げかけていただきたい。

こういうふうに思っておりますので、その点につ

きましては、御指導願いますようにお願いします。 

○土居長寿介護課長 

貴重な御意見をいただきました。また、今後老

人クラブのほうにも、役員会等もありますので、

そういうところでも、研究等もするような形で進

めていきたいと思っております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありますか。 

○森川委員 

                      

                 

       

                      

       

                 

          

                      

                       

                       

○森川委員 

今までの発言は取消をお願いします。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○宇都宮委員 

ねんりんピックについてお伺いしたいんですけ

れども、今年の 10月 28日から 31日、西予市は軟

式野球という情報まではあれなんですが、その他、

参加者の方の情報とか、イベントなどされるとか

何か計画があれば、御説明いただけたらと思いま

す。 

○土居長寿介護課長 

先ほど委員から質問がありましたねんりんピッ

クつきまして、回答させていただきます。10 月

28日から４日間行うわけなんですが、全部で 32チ

ームが愛媛県内に来所されます。ただし、４カ所

で開催されますので１カ所あたり８チームがそれ

ぞれのところで優勝を争うというような形になっ

ております。愛媛県のほうから２チームで、県外

のほうから 30チームということで予定をしており

ます。大体全部で 640 名の選手の方が訪れるられ

ような状態になっております。あとその他のイベ

ントにつきましては、おもてなしコーナーである

とか、健康づくり教室等を行うような形になって

おります。 

○酒井副委員長 

今言われたのはトーナメントですか、リーグ戦

ですか。 

○土居長寿介護課長 

トーナメントを１回戦４試合を行いましてその

あと準決勝、決勝という形になります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○二宮委員 

はりきゅう・マッサージ補助事業について、大

分前に一般質問したことあるんですが、65 歳以上

の身障者３級以上と、非課税世帯というふうには

なっとるんですけれども、この今の人口減少の中

でやっぱり高齢者も少しでも元気になってもらい

たいという、希望ですけど、70 歳または 75 歳以

上にも同じような対象を広げていただきたいなと

思うんですが、御検討をぜひお願いしたいなと思

うんですけど。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 27分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 31分） 

○土居長寿介護課長 

現在のところ、御指摘ありましたように利用者

の推移も減少傾向にあります。市としましては、

市のホームページや広報、それからチラシを作成

し公民館等に配布して、利用者の促進を図ってい

るところです。また、先ほどの御意見につきまし

ては、今後の検討課題ということでさせていただ

きたいと思います。 

○竹﨑委員長 
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今後の課題ということです。そのほか質疑はあ

りませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 34分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 36分） 

○中村委員 

ねんりんピック 574万 3000円の歳出についてお

聞きします。 

事業費として組んでおられると思いますけれど

も、総事業費としてどのようなことになるのかを

教えていただきたい。 

○土居長寿介護課長 

全体事業費は 1498 万 4000 円となっております。

そのうちの 574万 3000円が、市の持ち出し分とな

っておりまして、その使い道につきましては、実

行委員会の管理運営費が 147万 6000円、歓迎装飾

費が 57 万 7000 円、交流大会の開催費が 1253 万

円、あと競技の主管団体の事業費のほうに 40万円

ということになっております。 

○中村委員 

観戦に来る来場者に対しての有料・無料とかそ

ういうことはもう決まっていますでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 37分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 37分） 

○土居長寿介護課長 

入場料につきましては、無料となっております。

あと合わせまして先ほど申し上げましたが、来場

者には、おもてなしコーナーであるとか、健康づ

くり教室のほうにも御参加いただくような形で予

定をしております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

三楽園の事業なんですけれども、取り壊しが、

私の聞き間違いかもしれませんけど 2 億とかいう

んおったと思うんですが、これ取り壊しで 2 億っ

ていうのは非常に高いと思うんですが、私の常識

では、その辺りどういうふうに考えておるか、 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 38分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 42分） 

○土居長寿介護課長 

先ほどの解体工事費の項目に係る質問でありま

すが、この本体にはアスベストも含まれておりま

して、約 7000万円の増額となっております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 36号「令和５年度西予市一般会計予算」

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 42分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 45分） 

議案第 40号「令和５年度西予市介護保険特別会

計予算」を議題といたします。 

土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

議案第 40号「令和５年度西予市介護保険特別会

計予算」につきまして、予算書に基づき、主要な

事業を抜粋して御説明をさせていただきます。 

それでは、歳出予算から御説明いたします。 

予算書の 99ページをお開きください。 

1 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費

5533 万 6000 円を計上しております。前年度当初

予算比較しまして 886万 9000円の増額となってお

ります。 

これは育児休暇からの復職に伴う職員給与費

502万 1000円の増額と、12節委託料、介護保険シ

ステム改修費 452万 1000円の増加が主な原因でご

ざいます。 

一般管理の財源は、介護保険システム改修費に

伴う国庫補助金 170 万円と、事務費及び職員給与

費等に伴う一般会計からの繰入金 5363 万 6000 円

でございます。 

続きまして、101ページをお開きください。 

1 款総務費、3 項介護認定審査会費、2 目認定調

査等費 4289 万 1000 円を計上しております。前年

度当初予算比較しまして 278万 2000円の減額とな

っております。これは会計年度任用職員の雇用者
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数の１名減に伴う給料等の減額が主な要因でござ

います。 

続きまして、102ページをお開きください。 

2 款保険給付費のうち、主な経費としまして、

1項介護サービス等諸費、1目介護サービス給付費

51 億 9829 万 3000 円を計上しております。前年度

当初予算と比較しますと 2億 779万 1000円の減額

となっております。要介護１から要介護５の方が

利用される居宅サービスや施設サービスなどの給

付費でございます。これは、令和４年度の実績見

込みにより減額となっております。 

続きまして、103ページを御覧ください。 

2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サー

ビス給付費 1 億 6360 万 3000 円を計上しておりま

す。これは要支援の方が利用されるサービス給付

費でございますが、前年度当初予算と比較します

と 916万 3000円の増額となっております。これは、

令和４年度の実績見込みにより増額となっており

ます。 

続きまして、104ページを御覧ください。 

4項高額介護サービス等費、1目高額介護サービ

ス費 1 億 3678 万 9000 円を計上しております。前

年度当初予算と比較しますと 1681 万 1000 円の減

額となっております。この事業は、ひと月に利用

したサービスの自己負担額について、所得区分に

よる限度額を超えた場合に、限度額を超えた自己

負担額が払い戻される負担軽減のための給付とな

ります。これは、令和４年度の実績見込みにより

減額となっております。 

次に、105ページを御覧ください。 

6項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所

者介護サービス費 1 億 7974 万 5000 円を計上して

おります。前年度当初予算と比較しますと、

3853 万 5000 円の減額になっております。この事

業は、入所施設及びショートステイ利用者が支払

う食費や部屋代にかかる自己負担額の負担軽減を

図るため、所得に応じた自己負担限度額を設け、

限度額を超えた分を給付するものでございます。

これも令和４年度の実績見込みにより減額となっ

ております。2 款保険給付費の財源につきまして

は、国や都道府県、市町村が負担する公費が 50％、

１号被保険者である 65歳以上の方の介護保険料が

23％、２号被保険者である 40 歳から 64 歳の方の

介護保険料が 27％となっております。 

続きまして、107ページをお開きください。 

3款地域支援事業費、1項包括的支援事業・任意

事業費、1 目任意事業費 327 万 5000 円を計上して

おります。前年度当初予算と比較しますと 219 万

5000 円の減額となっておりますが、介護サービス

相談員派遣事業や認知症サポーター養成事業、介

護用品給付事業などに係る予算を計上しておりま

す。これは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、介護サービス相談員の事業所訪問が困難に

なったこと、相談員養成研修の対象者がいないこ

となどが主な要因となっております。 

続きまして、2 目介護予防ケアマネジメント事

業費 1047 万 4000 円、3 目総合相談事業費 1247 万

9000円、108ページの 4目権利擁護事業費 1292万

9000 円、5 目包括的・継続的ケアマネジメント支

援事業費 2049 万 2000 円、6 目在宅医療・介護連

携推進事業費 1264 万 3000 円、109 ページになり

ますが、7目認知症総合支援事業費 1793万 4000円

を計上しております。 

この６つの事業費は、地域包括支援センターに

係る事業費でございます。センターの運営につき

ましては、西予市社会福祉協議会に委託しており

ます。センターには保健師、社会福祉士、主任ケ

アマネジャーが配置されており、専門性を生かし

ながら相互に連携して、地域に必要な支援活動を

行っております。 

続きまして、8目生活支援体制整備事業費 738万

円を計上しております。 

この事業は、ボランティアセンターや地域のサ

ロン等を担う西予市社会福祉協議会に事業を委託

しております。生活支援コーディネーターが中心

となり、地域の高齢者のニーズや地域資源の状況

把握に努め、地域の実情に応じた生活支援の担い

手の養成や住民主体による活動支援など、生活支

援体制の基盤整備に取り組んでおります。 

続きまして、110ページを御覧ください。 

3款地域支援事業費、2項介護予防・生活支援サ

ービス事業費、1 目介護予防・生活支援サービス

事業費 1億 3740万円を計上しております。 

これは、訪問介護や通所介護のサービスに係る

事業費及び人員体制やサービス内容について、安

価な利用を可能とした基準緩和サービスの提供に

係る事業費でございます。 

続きまして、111ページを御覧ください。 

3項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業

376 万 1000 円を計上しております。前年度当初予
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算額としますと、259 万 6000 円の減額となってお

ります。 

この事業は、要介護支援認定を受けていない高

齢者を対象とした運動教室や健康教室、介護予防

サポーター養成講座などの介護予防の事業でござ

います。これは、介護予防日常生活圏域ニーズ調

査を業者に委託しておりましたが、職員で実施す

ることとし、委託料が減額となったのが主な要因

となっております。 

3 款地域支援事業費の財源につきましては、介

護予防日常生活支援総合事業、包括的支援事業・

任意事業の２つに大別され、介護予防日常生活支

援総合事業は、2 款保険給付費の財源とほぼ同様

でございますが、包括的支援事業・任意事業は、

２号被保険者の介護保険料は財源として用いられ

ず、その分が、国、都道府県、市町村の公費負担

が多くなっております。地域支援事業では、支え

る側と支えられる側の高齢者がともに参加し、増

えていくことで、住民主体の通いの場が身近な地

域の中に増えていくようにと目指しております。

現在、運用しております第８期高齢者福祉計画、

介護保険計画も令和５年度が最終年度となってお

ります。令和５年度におきましては、第８期計画

の実現に向けた事業を推進するとともに、第９期

の計画策定予定しており、今後も高齢者がより長

く元気に活躍できる社会の実現に向けた計画を策

定したいと考えております。 

以上、主要な事業に係る歳出予算についての説

明とさせていただきます。 

なお、歳入予算につきましては、事前に提出し

ております歳入資料をもって御説明にかえさせて

いただきます。 

以上で、議案第 40号「令和５年度西予市介護保

険特別会計予算」についての御説明とさせていた

だきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

今の課長の説明の中にも最後にありました８期

が終わって９期に入るということで、いよいよ、

９期に向かっての計画が立てられると思うんです

けれども、保険料について、大体見込み的には、

どのぐらい変えたいなと感じておるところという

か、今、何とか 5,000 円台で踏みとどまっておる

というふうに認識しておるんですけど、いかがで

しょう。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 55分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 57分） 

○土居長寿介護課長 

現在の介護保険料でございますが標準を申し上

げますと年間 7 万 6800 円、月換算で 6400 円とな

っております。一応今後の介護保険料の金額に関

しましては、今年度と来年度、２年度の予算の状

況等も考えながらとなりますが、できるだけ上げ

ないような形で進めていきたいというふうに考え

ております。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

○酒井副委員長 

私、特定入所者と特例特定入所者というのは、

どういう違いかちょっと分からないんですが。 

○土居長寿介護課長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 59分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後４時４分） 

○土居長寿介護課長 

特定入所者の方をここでまず御説明させていた

だきたいと思います。先ほども申し上げましたが、

入所施設及びショートステイ利用者が支払う食費

や部屋代にかかる自己負担額の負担軽減を図るた

め、所得に応じた自己負担に限度額を設け、限度

額を超えた分を給付するものが特定で、特例特定

につきましては要介護認定の効力が生じる前にサ

ービスを受けられた方への給付となっています。 

○竹﨑委員長 

要介護認定の前が、特例なわけですね。 

○土居長寿介護課長 

特例です。 

○酒井副委員長 

第８期介護を含む計画の策定を、来年度中にし

なければ、９期をぱって終わって、ぱっとしなき

ゃだめなんですが、これ結構時間がかかって、私

も委員になったことあるんですが非常に結構時間

がかかるんですが、これ何月頃からやられるんで



－28－ 

しょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後４時５分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。（再開 午後４時５分） 

○土井長寿介護課長 

第９期の計画につきましては、委員おっしゃい

ましたように、時間がかかることも可能性ありま

すので、なるべく来年度入りましたら、早い時期

から、策定のほうに入りたいというふうに考えて

おります。 

○竹﨑委員長 

そのほか質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 40号「令和５度度西予市介護保険特別会

計予算」について、原案に賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

本日はこれにて散会いたします 

散会  午後４時６分 
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